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７．１２洪水に関する要望書
今回の７・１２洪水で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

私たちは昨年来 「立野ダムと白川流域の自然を考える県民の会（準備会 」の名称で度々要、 ）

望書などを提出してまいりましたが、５月１９日「立野ダムによらない自然と生活を守る会」

を正式に発足させました。

私ども「立野ダムによらない自然と生活を守る会」では、今回の７・１２洪水の災害当日以

降、白川流域の被災現場や水害痕跡を調査・検証しました。先日 「２０１２年７月１２日洪、

水の検証と今後求められる災害対策」と題したレポートを、貴職あてに送付いたしました。

今回の出水は、雨量および水量ともに昭和２８年６・２６洪水を超えると予想される大変な

ものでした。しかし被害は、６・２６洪水より小さなものに終わったのは、この間の当局の河

川改修の結果であると高く評価します。しかし、流域各所の被害状況を詳細に検討しますと、

多くの問題点を指摘せざるをえません。

今回の下流域（熊本市）の白川の氾濫箇所は全て、河川整備計画で定められた河川改修が未

完成の箇所ばかりです。特に、河川整備計画で架け替えることになっている明午橋、竜神橋、

吉原橋で川幅が狭まるなどして、洪水水位を押し上げています。国交省の直轄区間から外れて

いる小磧橋から上流は、整備計画が策定されているにもかかわらず、改修はほとんど手つかず

の状況で、龍田町陣内や吉原橋周辺などは甚大な被害をこうむっています。

中流域（大津町、菊陽町）では、驚くことに改修工事のもととなる「河川整備計画」が策定

されておりません。両町では、河道断面の不足から来る越水に、古くなったコンクリート護岸

が破壊され、田植えの終わったばかりの水田を土砂に埋められ、６・２６水害にも耐え抜いた

代官橋も左岸の護岸がえぐり取られ、通行不能になっています。このように中流域の被害が大

きかったにもかかわらず、人的被害がなかったことは奇跡と言っても過言ではないでしょう。

渡鹿堰周辺や吉原橋周辺などでは河床に大量の土砂が堆積しており、洪水水位を押し上げま

した。今回の洪水で、さらに白川の各所に大量の土砂が堆積し、今後増水した場合非常に危険

な状態になっています。これらの堆積土砂を早期にしゅんせつする必要があります。

白川の河川管理が小磧橋を境に国と県に分かれているため、行政の危機管理体制が一元化さ

れず、住民への情報伝達がスムーズに行われなかったことの行政の責任は大きいものがありま

す。以上申し上げたように、今回の７・１２洪水は、行政の無策による人災と言われても仕方

がない面も多々あります。

白川の河川整備計画には、立野ダム建設と河川改修の両方が盛り込まれていますが、立野ダ

ムの洪水を貯める容量は、想定した洪水を調節する分しかありません。今回の洪水のような想



定以上の洪水ではダム湖は満水になり 「洪水調節ダム」として機能しなくなります。ダム計、

、 。 、画があるがために 下流の河川改修がおろそかになっているとも考えられます 貴４自治体は

「白川改修・立野ダム建設促進期成会」を結成していますが、名称を「白川改修促進期成会」

と改めるべきだと考えます。

今回の洪水で、阿蘇市を中心に多くの方々が亡くなられましたが、いずれも土砂災害が原因

です。今後は河川改修を進めるとともに、土砂災害の要因となっている放置人工林の整備（間

伐）や、阿蘇の草原の保全を進める必要があります。このような、流域全体を見据えた災害対

策を進めていくために、下記事項を要望します。

記

１．下流域（熊本市）では、河川整備計画の早期完成を国土交通省に求めること。特に、明午

橋、竜神橋、吉原橋の架け替え等を早期に行うこと。

２．中流域（大津町、菊陽町）では、河川整備計画を早急に策定し、河川整備に着手すること

を国土交通省に求めること。

３．白川の河床に堆積している大量の土砂を早期にしゅんせつすることを国土交通省に求める

こと。

４．白川の管理はすべて国直轄とし、行政の危機管理体制を一元化することを国土交通省に求

めること。

５．上流域（阿蘇地区）では、土砂災害の要因となっている山林の保全、草原の保全を進める

こと。

６ 「白川改修・立野ダム建設促進期成会」の名称を「白川改修促進期成会」と改めること。．

７ 「立野ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」で、ダム以外の治水対策を選．

択することを国土交通省に求めること。

以上


